
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

配水管布設工事 配水管布設工事
　材料 　材料
　　GX両受曲管φ100×22　1/2° 4 個 　　GX両受曲管φ100×22　1/2° 3 個
　　K特殊押輪φ100 10 組 　　K特殊押輪φ100 12 組
　　GX G-Linkセットφ100 1 個 　　GX G-Linkセットφ100 0 個
　　GX挿口リングφ100 9 個 　　GX挿口リングφ100 8 個
　土工 　土工

24 ｍ 0 ｍ
　　　防護柵設置工 24 ｍ 　　　防護柵設置工 0 ｍ
　管工 　管工
　　　GX切断・溝切加工φ100 7 口 　　　GX切断・溝切加工φ100 6 口
　　　GX継手挿口加工φ100 9 口 　　　GX継手挿口加工φ100 8 口
　　　GX継手接合異形管φ100 16 口 　　　GX継手接合異形管φ100 15 口
　　　GX継手接合G-Link 1 口 　　　GX継手接合G-Link 0 口
　　　メカニカル継手φ100 10 口 　　　メカニカル継手φ100 12 口
　　　K継手取外しφ100 - 口 　　　K継手取外しφ100 2 口
　　　鋳鉄管吊込み据付φ100 22.3 ｍ 　　　鋳鉄管吊込み据付φ100 23.6 ｍ
仮設給水工事 仮設給水工事
　仮設管布設工 　仮設管布設工
　　　φ20 ｍ 　　　φ20 ｍ
　　　φ25 ｍ 　　　φ25 ｍ
　　　φ30 ｍ 　　　φ30 ｍ

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： R3国道17号上尾（2）電線共同溝工事に伴う配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市仲町二丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

　試掘の結果、既設配水管との接続位置に支障物があることが判明したため、接続位置を変更
する。
　受注者との協議により、防護柵（ガードレール）を撤去せずに施工することとなったため、防護
柵撤去工、設置工を減ずる。
　現地踏査の結果、設計の仮設分水位置では、必要なスペースを確保できないことが判明した
ため、分水位置を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年10月29日 令和--年--月--日

令和3年2月26日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

6,597,800 円 6,129,200

56.5
10.0

130.5

56.0
20.0

108.5

円

工 事 概 要

　　　防護柵（ガードレール）撤去工 　　　防護柵（ガードレール）撤去工
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